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公営住宅整備事業等補助要領 
 

平 成 ８ 年 ８ 月 30日 
建設省住備発第83号 
建設省住宅局長通知 

 
最終改正  令 和 ６ 年 1 2月 1 7 日 

国 住 備 第 1 0 0 号 
 

第１  通則 

公営住宅法（ 昭和26年法律第193号。 以下「 法」 と い う 。） 第２ 条第二号に 規

定する 公営住宅（ 以下「 公営住宅」 と い う 。） 並びに 公営住宅法施行規則（ 昭

和26年建設省令第19号。 以下「 施行規則」 と い う 。） 第２ 条及び第 ４ 条に 規定

す る 共 同施設そ の 他 公 営住宅 の 入 居者の 共同 の 福祉の た め に 必要な 施設（ 以

下「 共同施設」 と い う 。） の 建設、 買取り 又 は 改良に 係る 国の 補助金の 交付等

に 関し て は 、 法 、 補 助 金等に 係る 予算の 執行 の 適正化 に 関す る 法律 （ 昭和 30

年法律第179号。 以下「 適化法」 と い う 。） 並びに 第30に 定め る 関係法令及び関

連通知に よ る ほ か 、 こ の 要領の 定め る と こ ろ に よ る 。  

 

第２  用語の 定義 

こ の 要 領に おい て 次 の 各 号に 掲 げ る 用 語の 意 義は 、 そ れ ぞ れ 当 該各号 に 定

め る と こ ろ に よ る 。  

一 公営住宅整備事業 

以 下の イ ～ ニ ま で の い ずれ か に 掲 げ る 者 に 対し 、 国 が こ の 要 領に 基 づい

て 補助を 行う 事業（ 次号に 係る も の を 除く 。） を い う 。  

イ  公営住宅又は 共同施設（ 以下「 公営住宅 等」 と い う 。） の 建設又は 買取

り （ 以下「 公営住宅等の 建設等」 と い う 。） を 行う 地方公共団体 

ロ  公営 住宅 等 と し て 借 り 上 げ る 住 宅 及 び施 設（ 以下 「 借上 住宅 等 」 と い

う 。） の 建設又は 改良 を 行う 者に 対し 建設又は 改良に 要する 費用を 補助す

る 地方 公 共 団体 又は 民間資 金 等 の 活 用 に よ る 公 共 施 設等 の 整 備等の 促進

に 関する 法律（ 平成11年法律第117号。 以下「 Ｐ Ｆ Ｉ 法」 と い う 。） に 基づ

き 実施 す る 借上 住宅 等の 建 設 を 行 う 者 に 対 し 建 設 に 要す る 費 用を 補 助す

る 地方公共団体（ ハ に 掲げ る も の を 除く 。）  

ハ  借上 住宅 等 の 建設 等 を 行 っ た 後 、 一 定期 間維 持又 は 管理 する 民 間 事業

者 又は 当 該 民間 事業 者に 対 し 、 借 上 住 宅 等 の 建 設 等 に 要 する 費用を 補助

する 地方公共団体（ 借上住宅等の 建設等を 行い 、一定期間維持又は 管理し

た 後に 、 地 方公 共団 体が 当 該 公 営 住 宅 等 の 所有 権 を 取得 する 方式に よ る

場合に 限る 。）  

ニ  借上住宅等の 建設又は 改良を 行う 独立行政法人都市再生機構（ 以下「 機

構」 と い う 。）  

別紙  
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二 災害公営住宅整備事業 

法 第８ 条 第 １ 項 各号 の い ず れ か に 該 当 す る 場合 に お い て ， 災 害に よ り 滅

失し た 住宅に 居住し て い た 者、福島復興再生特別措置法（ 平成24年法律第25

号 ） 第27条第 １ 項 に 規 定 する 特 定 帰 還 者 又は 同法 第39条第１ 項に 規 定 する

居住制限者の 居住の 用に 供する た め ，第16の 規定に 基づき ，公営住宅等の 建

設 等 を 行 う 地 方 公 共団 体 ， 借 上 住 宅 等 の 建設 又は 改良 を 行う 者に 対 し 建設

又 は 改良 に 要 す る 費用 を 補助 す る 地 方 公 共団 体及 び借 上住宅 等の 建 設 又は

改良を 行う 機構に 対し ， 国が こ の 要領に 基づい て 補助を 行う 事業を い う 。  

三 既設公営住宅復旧事業 

法 第８ 条 第 ３ 項 の 規 定に よ る 国 の 補 助 を 受 け る 公 営 住宅 等の 建設若 し く

は 補修又は 宅地の 復旧を 行う 事業を い う 。  

四 準公営住宅整備事業 

地域優良賃貸住宅制度要綱（ 平成19年３ 月28日付け 国住備第160号。 以下

「 地優賃要綱」 と い う 。） 第２ 条第十三号に 規定する 公営型地域優良賃貸住

宅（ 以下「 準公営住宅」 と い う 。） の 買取り 若し く は 改良を 行う 地方公共団

体 又 は 準 公営 住 宅 の 買 取 り 若 し く は 改 良 を 行 う 者 に 対 し 買取 り 又 は 改 良に

要 す る 費 用を 補 助 する 地 方公 共 団 体 に 対 し 、 国が こ の 要領に 基づ い て 補助

を 行う 事業を い う 。  

五 用途の 変更の た め の 廃止に 係る 借上住宅等 

借 上住 宅 等 の う ち 、 地優賃 要 綱 第 18条 の 規 定に 基 づ き 地 域優 良賃貸 住宅

（ 地 優賃 要 綱 第２ 第六 号 に 規 定 す る 地域 優良 賃貸 住宅 を い う 。 以 下 同 じ 。）

の 用途の 変更の た め の 廃止を 行い 、 借上住宅等と し た も の を い う 。  

六 地域関連施設 

道路、 給水施設、 排水処理施設又は 共同施設の う ち 、 公営住宅の 機能上不

可欠で あ り 、位置、配置等に つい て 周辺地域と の 関連を 考慮し て 整備する 必

要 が あ る 施設 又 は 当該 公 営住 宅 の 立 地 に 伴い 周辺 地域 の 従前 の 機 能 に 著し

い 変化を 与え る 、若し く は 与え る おそ れ が あ る 場合に おい て 、こ れ を 防止し 、

若し く は 修復する た め に 必要が あ る 施設を い う 。  

七 地域関連施設整備計画 

地域関連施設の 整備に 関する 計画を い う 。  

八 特定計画 

良 好な 居 住 環境 の 整 備を 行 う 相 当 規 模 の 団 地に お け る 公 営住 宅等の 建設

に 関し 、 そ の た め の 測量試験等（ 工事の 実施の た め 必要な 測量、 試験、 調査

及び設計を い う 。 以下同じ 。）、 既設公営住宅 等の 除却工事、 共同施設工事、

特定施設工事（ 公営住宅の 主体工事が 数年度に わ た る 場合、主体工事期間中

の あ る 年度に 、当該主体工事と 分離し 、一括し て 実施する こ と が 合理的で あ

る と 認め ら れ る 工事を い う 。 以下同じ 。）、 敷 地整備工事（ 住棟の 敷地に おい
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て 、 当該 住棟 の 主 体工 事 年度 に 先 立 っ て 実施 する こ と が 合理 的で あ る と 認

め ら れる 工事を い う 。 以下同じ 。） 及び団地関連施設工事（ 借上住宅等の 建

設に 当た り 、法令、条例等に 基づき 必要と な る 施設の 整備に 係る 工事を い う 。

以下同じ 。） に 関する 計画を い う 。  

九 特定工事 

地 域関 連 施 設整 備計 画又は 特 定 計 画 に お い て 、 測 量 試験 等及 び既設 公営

住宅等の 除却工事と し て 定め ら れた も の 並びに 道路工事、緑地工事、給水施

設 工 事、 排水 処 理 施設 工 事そ の 他 公 営 住 宅等 の 建 設に 関連し て 実 施 す る 必

要 が あ る 工事 の う ち 特 定 施設 工 事 又 は 敷 地整 備工 事と し て 定 め ら れ た 工事

を い う 。  

十 公的賃貸住宅等 

地 域に お け る 多 様な 需要に 応 じ た 公 的 賃 貸 住宅 等 の 整備 等に 関する 特別

措置法（ 平成17年法律第79号） 第２ 条に 規定する 住宅を い う 。  

十一 社会福祉施設等 

次に 掲げ る 施設を い う 。  

イ  社会 福祉 法 （ 昭和 26年法 律 第 45号 ）、 生 活保 護法 （ 昭 和 25年 法 律第 144

号）、 児童福祉法（ 昭和22年法律第164号）、 母子及び父子並びに 寡婦福祉

法（  昭和39年法律第129号）、 老人福祉法（ 昭和38年法律第133号）、 身体

障害者福祉法（ 昭和24年法律第283号）、 知的障害者福祉法（ 昭和35年法律

第37号）、 母子保健法（ 昭和40年法律第141号）、 高齢者の 医療の 確保に 関

する 法律（ 昭和57年法律第80号） 又は 介護保険法（ 平成９ 年法律第123号）

に 定め る 施設又は 事業の 用に 供する 施設 

ロ  学校 教 育 法( 昭和22年法 律 第26号) に 定 め る 専 修学 校又 は 各 種 学 校で 、

社会福祉施設に 関係し て い る 施設 

ハ  地 域 に お け る 公 的 介 護 施 設 等 の 計 画 的 な 整 備 等 の 促 進 に 関 す る 法 律

（ 平成元年法律第64号） に 定め る 特定民間施設 

ニ  医療法（ 昭和23年法律第205号） に 定め る 医療提供施設 

 

第３  国庫補助対象 

公営住 宅整 備事業 及 び災 害公営 住宅整 備事 業 の 国庫 補助 対象は 、 次の 各号

に 掲げる 区分に 応じ 、 そ れ ぞ れ 当該各号に 定め る 事業等と する 。  

一 地方公共団体に よ る 公営住宅等の 建設等 

二  地 方公共団 体以 外 の 者に よ る 借上住 宅等 （ 第三号 及び第 四号に 掲げ る 場

合を 除く 。） の 建設又 は 改良に 係る 次の イ ～ホ ま で に 係る 事業 

イ  住宅共用部分整備（ た だ し 、 管理期間が 10年（ 公営住宅の 用に 供する こ

と を 目 的 と し て 建設さ れ た 住宅 の 借上 げ （ 災 害 の 場 合 の 借上 げ を 除 く 。）

に あ っ て は 15年） 以上の 場合に 限る 。）  
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ロ  共同施設整備 

ハ  高齢者向け 又は 障害者向け 設備の 設置等（ た だ し 、 管理期間が 10年（ 公

営 住宅 の 用 に 供 する こ と を 目 的 と し て 建 設 さ れ た 住 宅の 借上 げ （ 災 害の

場合の 借上げ を 除く 。） に あ っ て は 15年） 以上の 場合に 限る 。）  

ニ  団地関連施設整備 

ホ  土地整備（ 市街地再開発事業（ 都市再開発法（ 昭和44年法律第38号） に

よ る 市街地再開発事業を い う 。）、優良建築物等整備事業（ 優良建築物等整

備事業制度要綱（ 平成６ 年６ 月23日付け 建設省住街発第63号） に よ る 優良

建築物等整備事業を い う 。） 又は 地区再開発 事業（ 地区再開発事業制度要

綱（ 平成12年３ 月24日付け 建設省都再発第19号） に よ る 地区再開発事業を

い う 。） の 国庫補助採択基準に 該当する も の に 限る 。 た だ し 、 建築物除却

等費に 係る 補助に つい て は こ の 限り で は な い 。）  

三  民 間事業者 に よ る 借上住 宅等 の 建設 等（ 借上住宅 等の 建 設等を 行い 、 一

定期間 維持 又は 管 理 し た 後に 、 地方公 共団 体 が 当該 公営 住宅等 の 所有 権を

取得する 方式に よ る も の に 限る 。）  

四 用途の 変更の た め の 廃止に 係る 借上住宅等の 改良 

五 次の い ずれか の 場合に おけ る 地方公共団体に よ る 既設公営住宅等の 除却 

イ  除却後の 土地 に おい て 公的 賃貸住宅 等又 は 社会福 祉施設等 が 整 備さ れ

る も の で あ っ て 、 除却を 行う 団地に 公的賃貸住宅等が 整備さ れ る 場合 

ロ  公営住宅 を 除 却 し 、 立 地適 正化計画 （ 都 市再生特 別措置法 （ 平 成14年

法律第22号）第81条第１ 項に 規定する 立地適正化計画を い う 。以下 同じ 。）

に 基づく 居住誘導区 域 （ 同法第 81条 第２ 項 第 二号 に 規定す る 居住 誘導区

域を い う 。 以下同じ 。） 内に 再建等する 場合 

ハ  次に 掲げ る 要件を 満た す場合 

( 1)  公営住宅の 将来的な 需要増が 見込め ず 、 長寿命化 計画等で 総管理戸

数の 削減を 位置付け て い る こ と （ た だ し 、 土砂災害特別警戒区域（ 土砂

災害警戒区域等に おけ る 土砂災害防止対策の 推進に 関する 法律（ 平成12

年法律第57号） 第９ 条 第１ 項に 規定する 土砂 災害特別警 戒区域を い う 。

以下同じ 。） 又は 災害危険区域（ 建築基準法（ 昭和25年法律第201号） 第

39条第１ 項に 規定する 災害危険区域の う ち 、建築物の 建築の 禁止が 定め

ら れ た 区域内に 限る 。） に 立地する 公営住宅を 除却する 場合を 除く 。）  

( 2)  地方公共団体が 居住者に 対し て 移転の 働き か け を 行う こ と  

( 3)  従前居住者が 既存の 公営住宅や住宅確 保要配慮者 円滑入居賃貸住宅

に 移転する こ と に よ り 、 早期に 除却を 行う こ と  

２  国は 、 公営住宅整備事業の う ち 、 100戸以上の 公営住宅団地の 建替え に 係る

も の に つい て は 、 次の 各号の い ず れか に 該 当する 場合を 除き 、 保 育 所又は 老

人福祉法に 定め る 施設 若し く は 同 法に 定め る 事業の 用に 供する 施 設 そ の 他の
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高齢者の 生活支援に 資する 施設（ 以下「 保育 所等」 と い う 。） を 併 設する 場合

に 、 補助する も の と する 。  

一 当該公営住宅団地の 存する 地域に おい て 、 保育所等が 十分に 存する 場合 

二 敷地条件等か ら 保育所等を 併設する こ と が 困難な 場合 

三 保育所等の 設置主体か ら の 併設の 希望が な い 場合 

四 保育所等の 併設に よ り 公営住宅の 適切な 管理に 支障が 生ずる 場合 

３  既設公営住宅復旧 事業の 国庫 補助対象 は 、 次の 各号に 掲げ る 区 分に 応じ 、

そ れ ぞ れ 当該各号に 定め る 事業等と する 。  

一 地方公共団体に よ る 公営住宅等の 建設等 

二 地方公共団体に よ る 公営住宅等の 補修 

三 地方公共団体に よ る 公営住宅等を 建設する た め の 宅地の 復旧 

４  準公営住宅整備事 業の 国庫補 助対象は 、 次の 各号に 掲げ る 区分 に 応じ 、 そ

れ ぞ れ当該各号に 定め る 費用と する 。  

一 準公営住宅の 買取り  

二 準公営住宅の 改良 

５  第１ 項各号、 第３ 項及び第４ 項の 事業 の う ち 、 １ 戸の 床面積の 合計（ 共同

住宅に おい て は 、 共用部分の 床面積を 除く 。） が 80㎡を 超え る 公営 住宅の 買取

り 若し く は 借上げ（ 公 営住宅の 用 に 供する こ と を 目的と し て 建設 さ れた 住宅

及びそ の 附帯施設の 買取り 又は 借上げ を 除く 。） 又は 準公営住宅の 買 取り 若し

く は 改良に 係る も の に つい て は 、 面積按分 に よ り 、 80㎡に 相当す る 部分に 係

る 費用を 対象と し て 補助する も の と する 。  

６  公営住宅整備事業及び準公営住宅整備事業は 、公営住宅等長寿 命化計画（ 公

営住宅等ス ト ッ ク 総合改善事業対象要綱（ 平成17年８ 月１ 日付け 国住備第38-

3号） 第２ 第１ 項第十 五号に 規定 する 計画 を い う 。） に 基づ い て 行 わ れ る も の

で あ る こ と 。  

７  公営住宅整備事業の う ち 、1, 000戸以上の 公営住宅を 新規に 整備する 場合に

あ っ て は 、 原則と し て 、 Ｐ Ｐ Ｐ ／ Ｐ Ｆ Ｉ 手 法の 導入に つ い て 検討 が 行わ れ る

も の で あ る こ と 。  

８  第１ 項第三号に 掲 げ る 事業に おい て 、 地方公共団体に おけ る 後 年度の 負担

に つい て は 、 現金に よ る 割賦支払の ほ か 、 公有地譲渡の 際の 減免額、 公有地

賃 貸 料 の 減 免 額 及 び 固 定 資 産 税 若 し く は 都 市 計 画 税 の 減 免 額 に よ る こ と を

可能と する 。 こ の 場合に おい て 、 公有地譲渡の 際の 減免額、 公有地 賃貸料の

減 免 額 及 び 固 定 資 産 税 若 し く は 都 市 計 画 税 の 減 免 額 の 算 定 方 法 は 都 市 機 能

立地支援事業補助金交付要綱第４ の 方法に よ る も の と する 。  

 

第４  公営住宅等の 建設等に 係る 補助金の 額 

第３ 第 １ 項 第一号 及 び第 ３ 第１ 項第三 号並 び に 第３ 第３ 項第一 号の 公 営住
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宅 等の 建設等に 係る 補 助金の 額は 、 次に 掲げ る 費用（ 買取り の 場合 に あ っ て

は 次に 掲げ る 費用相当分。 ま た 、 市街化調整区域（ 都市計画法（ 昭和43年法律

第100号） 第７ 条第３ 項に 規定する 区域を い う 。）、 土砂災害特別警 戒区域若し

く は 災害危険区域（ 建 築基準法第39条第１ 項に 規定する 災害危険区域の う ち 、

急 傾斜 地崩壊危 険区 域 （ 急傾 斜地 の 崩壊 に よ る 災害の 防止に 関する 法律（ 昭

和44年 法律第57号） 第 ３ 条第 １ 項に 規定 する 急傾 斜地 崩壊危険 区域を い う 。）

又 は 地 すべり 防 止区 域 （ 地す べり 等防止 法（ 昭和33年 法律第 30号） 第３ 条 第

１ 項に 規定する 地すべ り 防止 区域を い う 。） と 重 複 する 区域 に 限る 。） 内に お

い て 、 公営住宅 を 除 却 し 、 除 却後 の 土地 に 再 建等する 場合又 は 都市 再生特 別

措 置法 （ 平成14年法 律 第22号 ） 第88条第 １ 項 に 規定す る 住宅 等を 新 築する 場

合 で あ っ て 、 同 条第 ５ 項の 規 定に 基づく 公表 に 係る も の で あ る 場合 は 、 ニ に

掲 げる 費用は そ の ３ 分 の ２ に 相当 する 額 ） を 合計し た 額（ 以 下「 公 営住宅 等

の 建設等に 係る 費用」 と い う 。） に ２ 分の １ を 乗じ て 得た 額と する 。  

イ  主体工事費 

( 1)  建築主体工事費 

( 2)  屋内設備工事費 

( 3)  店舗等を 併存さ せる 公営住宅（ 以下「 併存公営住宅」 と い う 。） の 建

築主体工事及び屋内設備工事に 係る 負担金 

ロ  屋外附帯工事費 

( 1)  整地工事費 

( 2)  道路工事費 

( 3)  給排水工事費 

( 4)  電気ガ ス 工事費 

( 5)  境界垣、 植樹及び緑地整備工事費 

( 6)  物干場設備及びじ ん あ い 処理設備工事費 

( 7)  併存公営住宅の 屋外附帯工事に 係る 負担金 

( 8)  前記の ほ か 、 特に 必要が あ る も の と し て 地方整備局長、 北海道開発局

長又は 沖縄 総合事務 局 長（ 以下「 地方整備局 長等」 と い う 。） が 承 認す

る 工事に 要する 費用 

ハ  既設公営住宅等の 除却費（ た だ し 、公営住宅等の 建設等に 係る も の に 限

る 。）  

ニ  共同施設整備費 

( 1)  児童遊園整備費 

児童遊園の 整備費の う ち 、 整地、 側溝、 舗装 、 遊具等の 設置及び附 帯

設備の 工事に 要する 費用 

( 2)  広場整備費 

広場の 整備費の う ち 、 整地、 側溝、 舗装及び附帯設備の 工事に 要する
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費用 

( 3)  緑地整備費 

緑地の 整備費の う ち 、 造成、 植栽及び附帯設備の 工事に 要する 費用 

( 4)  通路整備費 

通路（ 公衆 が 住 宅の 出 入 等に 利 用す る 道を い う 。） の 整備 費の う ち 、

整地、 側溝、 舗装及び附帯設備の 工事に 要する 費用 

( 5)  管理事務所整備費 

( 6)  立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費 

( 7)  集会所整備費 

( 8)  子育て 支援施設整備費 

( 9)  高齢者生活相談所の 整備に 要する 費用 

( 10)  生涯学習セ ン タ ーの 整備に 要する 費用 

「 生涯 学習 の む ら 整備 推 進事業 の 実 施 に つ い て 」（ 昭和63年７ 月16日

付け 建設省住建発第77号） １ に 規定する 生涯学習の むら 整備計画に 基づ

く 生涯学習セ ン タ ーの 整備に 要する 費用 

ホ  公営 住宅 等 の 建設 等 に お け る Ｐ Ｆ Ｉ 事業 （ 民 間資 金等の 活用 に よ る 公

共施設等の 整備等の 促進に 関する 法律（ 平成11年法律第117号） に 基づき

実施する 事業。 公共施設等運営事業を 含む。） の 実施そ の 他民間事業者の

活 用の た め の 導 入可 能性調 査 に 要 す る 費 用 （ 民 間 事 業者 の 活 用に よ り 予

算の 縮減や性能の 向上な ど が 見込ま れ る も の に 限る 。）  

ヘ  公営 住宅 等 の 建替 え 等の 事 業 化 に 向 け た 構想 段階 の 技術 支援 や 計 画策

定等の 検討に 要する 費用 

２  併存公営住宅の 国 庫補助対象 と な る 主 体工事費及び屋外附帯工 事費は 、 次

に 掲げる 費用の 合計額と する 。  

イ  公営 住宅 部 分 と 併 存 部分 と に 明 ら か に 区 別で き る 工事費 の う ち 公 営住

宅の 部分の 工事費 

ロ  公営住宅部分と 併存部分と に 明ら か に 区別で き な い 工事（ 共用部分、共

同施設、 特殊基礎等が あ る 場合は そ れを 含む。） の う ち 下記に よ り 算定し

た 工事費 
           Ｄ  
     Ｔ ｂ ＝Ｔ ×─── 
          Ｄ ＋Ｓ  

た だ し 、 Ｔ ｂ ： 公営住宅部分の 工事費 

Ｔ ： 公営住宅部分と 公営住宅の 水平投影下の 併存部分の 工事費の う ち 、

両部分に 明ら か に 区別で き な い 工事費 

Ｄ ： 公営住宅部分の 延べ面積 

Ｓ ： 公営住宅部分の 水平投影下の 併存部分の 延べ面積 

３  前２ 項の 規定に か か わ ら ず、 公営住宅 等の 建設等に 係る 費用が 、 別に 定め
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る 標準建設・ 買取費又は 標準建設費を 超え る 場合に あ っ て は 、 当該標準建設・

買取費又は 標準建設費を 公営住宅等の 建設等に 係る 費用と する 。  

 

第５  住宅共用部分整備に 係る 補助金の 額 

第３ 第 １ 項 第二号 イ の 住 宅共用 部分整 備に 係 る 補助 金の 額は 、 住宅共 用部

分 整備 に 係る 費 用の う ち 、 借 上住 宅等の 建設 又は 改良 を 行う 者が 機 構以外 の

者 で あ る 場合に あ っ て は 地方 公共 団体が 借上 住宅等の 建設又 は 改良 を 行う 者

に 対し 補助する 額（ そ の 額が 住宅 共用部 分整 備に 係る 費用の ３ 分の ２ に 相 当

す る 額 を 超え る 場合 に おい て は 、 当該３ 分の ２ に 相当 する 額 ） に ２ 分の １ を

乗 じ て 得た 額、 借上 住 宅等の 建設 又は 改 良を 行う 者が 機構で あ る 場 合に あ っ

て は 住宅共用部分整備に 係る 費用に ３ 分の １ を 乗じ て 得た 額と する 。  

２  前項の 住宅共用部 分整備に 係 る 費用は 、 住宅局所管補助事業関 連共同施設

整備等補助要領等細目 （ 平成12年３ 月24日付け 建設省住 備発第42号 、 建設省

住街発第29号、 建設省 住整発第27号、 建設 省住防発第19号、 建設 省 住市発第

12号。以下「 共同施設整備等細目」 と い う 。） 第２ 第３ 項に 定め る 項目の う ち 、

次に 掲げ る 項目に 係る 費用を 合計 し た 額（ イ か ら チ に 掲 げ る 費用 を 合計し た

額が 、 別に 定め る 標準 住宅共用部 分工事費 を 超え る 場合 に あ っ て は 、 当該標

準住宅共用部分工事費と リ に 掲げる 費用と の 合計額） を い う 。  

イ  共用通行部分整備費 

ロ  防災性強化工事費 

ハ  機械室（ 電気室を 含む。） 整備費  

ニ  避難設備の 設置費 

ホ  消火設備及び警報設備の 設置費 

ヘ 監視装置の 整備設置費 

ト  避雷設備設置費 

チ  電波障害防除設備設置費 

リ  社会福祉施設等と の 一体的整備費 

３  住宅共用部分整備に 係る 費用（ 前項リ に 掲げ る 費用を 除く 。） に つい て 、 本

体工事と 分離し て 積算 する こ と が 困難な 場 合等に あ っ て は 、 前項 の 規定に か

か わ ら ず、 令和６ 年度 に おけ る 住 宅局所管 事業に 係る 標 準建設費 等 に つい て

（ 令和６ 年○月○日付 け 国住備第 ○号、 国 住整第○号、 国住市第 ○ 号。 以下

「 標準建設費等共同通知」 と い う 。） 第２ の 規定に よ り 算定さ れ る 主体附帯工

事費（ 建設又は 改良に 要する 費用 が 、 当該 主体附帯工事 費を 下回 る 場合に あ

っ て は 、 当該建設又は 改良に 要す る 費用） に 、 低層住宅 （ 地上階 数 ２ 以下の

も の を い う 。）、 中層住 宅（ 地上階数３ 以上５ 以下の も の を い う 。） 及び高層住

宅（ 地上階数６ 以上の も の を い う 。） の 区分に 応じ 、 そ れぞ れ次の 表に 掲げる

数値を 乗じ て 得た 額と 前項リ に 掲 げる 費用 と の 合計額を 住宅共用 部 分整備に
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係る 費用と する こ と が で き る 。  

区 分 主体附帯工事費に 乗じ る 数値 

低層住宅 100分の ５  

中層住宅 100分の 15 

（ た だ し 、 階段室型住棟の も の に あ っ て は 100分の 10）  

高層住宅 100分の 15 

４  第19の 規定に 基づ く 全体設計 の 承認を 受け た 場合の 住宅共用部 分整備に 係

る 費用は 、 前２ 項の 規 定に か か わ ら ず当該 承認年度に お い て 前２ 項 の 規定に

よ り 算定さ れ た 費用以下と する 。  

 

第６  共同施設整備に 係る 補助金の 額 

 第３ 第１ 項第 二号 ロ の 共同 施設 整備に 係る 補助金の 額は 、 共同施 設整備 に

係 る 費 用の う ち 、 借 上 住宅等 の 建 設又は 改良 を 行う 者 が 機構 以外の 者で あ る

場 合に あ っ て は 地方 公 共団体 が 借 上住宅 等の 建設又は 改良を 行う 者 に 対し 補

助 する 額（ そ の 額が 共 同施設 整備 に 係る 費用 の ３ 分の ２ に 相 当する 額を 超 え

る 場合に おい て は 、当 該３ 分の ２ に 相当する 額） に ２ 分の １ を 乗じ て 得た 額、

借 上住 宅等の 建 設又 は 改良を 行う 者が 機 構で あ る 場合 に あ っ て は 共 同施設 整

備に 係る 費用に ３ 分の １ を 乗じ て 得た 額と する 。  

２  前項の 共同施設整 備に 係る 費 用は 、 共 同施設整備等細目第２ 第 ３ 項に 定め

る 項目の う ち 、 次に 掲 げ る 項目に 係る 費用 （ 共同施設の 管理期間 が 20年を 下

回る も の に あ っ て は 、 イ か ら ニ ま で 及びト に 掲げ る 費用 ） を 合計 し た 額（ 共

同施設整備に 係る 費用 が 、 別に 定 め る 標準 施設工事費を 超え る 場 合 に あ っ て

は 、 当該標準施設工事費の 合計額） を い う 。  

イ  児童遊園整備費 

ロ  広場整備費 

ハ  緑地整備費 

ニ  通路整備費 

ホ  集会所及び管理事務所整備費 

ヘ 立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費 

ト  子育て 支援施設整備費 

チ  高齢 者等 生 活 支援 施 設整 備 費 の う ち 、 高 齢者 生活 相談所 の 整 備 に 要す

る 費用 

リ  駐車施設整備費 

 

第７  高齢者向け 又は 障害者向け 設備の 設置等に 係る 補助金の 額 

第３ 第 １ 項 第二号 ハ の 高 齢者向 け 又は 障害 者 向け 設 備の 設置等 に 係る 補助

金 の 額 は 、 高齢 者向 け 又は 障 害者 向け 設 備の 設置等に 係る 費 用（ 以 下「 高 齢
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者等向け 設備の 設置等に 係る 費用」 と い う 。） の う ち 、 借上住宅等 の 建設又は

改 良を 行う 者が 機構 以 外の 者 で あ る 場合 に あ っ て は 地 方公共 団体が 借上住 宅

等 の 建 設又は 改 良を 行 う 者に 対し 補助す る 額 （ そ の 額 が 高齢 者等向 け 設備 の

設 置等 に 係る 費 用の ３ 分の ２ に 相 当する 額を 超え る 場 合に お い て は 、 当該 ３

分 の ２ に 相当す る 額 ） に ２ 分 の １ を 乗じ て 得 た 額、 借 上住宅 等の 建 設又は 改

良 を 行 う 者が 機 構で あ る 場合 に あ っ て は 高齢 者等向け 設備の 設置等 に 係る 費

用に ３ 分の １ を 乗じ て 得た 額と する 。  

 た だ し 、 第19の 規 定 に 基づ く 全 体設計 の 承 認を 受け た 場合 の 第２ 項ロ に 係

る 費用の 適用は 、 当該承認年度に おい て 算定さ れ た 費用以下と する 。  

２  前項の 高齢者等向 け 設備の 設 置等に 係 る 費用は 、 共同施設整備 等細目第２

第３ 項に 定め る 項目の う ち 、次に 掲げ る 項目に 係る 費用を 合計し た 額を い う 。 

イ  高齢 者生 活 支 援施 設 整備 費 の う ち 、 緊急 通報 装置 及び火 災報 知 器 の 設

置に 要する 費用 

ロ  高齢 者生 活 支 援施 設 整備 費 の う ち 高 齢者 又は 障害 者の た め の 特 別 な 設

計の 実施及び特別な 設備の 設置に 要する 費用 

ハ  共用通行部分整備費 

３  昭和56年度以前に 着工し た 住 棟に 存す る 住宅（ た だ し 、 旧耐震 基準（ 建築

基準法施行令の 一部を 改正する 政 令（ 昭和55年7月14日政令第196号 ） が 施行

さ れ る 日前に おけ る 耐震関係規定を い う 。 以 下同じ 。） の 適用を 受 け た も の に

限る 。） で 、 次の イ に 掲 げ る 要件を 満た す全面的な 改善を 行う 場合の 借上住宅

等の 改良に 係る 前項イ 及びロ の 費 用は 、 前 項の 規定に 関 わ ら ず、 次 の ロ に よ

り 算出さ れる 費用と する 。  

イ  全面的な 改善を 行う 住宅の 要件 

( 1)  躯体の 耐久性の 事前診断を 行い 、 か つ、 既設の 住宅ス ト ッ ク の 効率的

活 用 の 観 点 か ら 全 面 的 な 改 善 が 適 切 な 手 法 で あ る も の と 事 前 に 判 定さ

れ た も の で あ る こ と  

( 2)  次に 掲げる 改善を 全て 行う も の で あ る こ と 。 た だ し 、 住宅の 存する 住

棟に つい て 安 全性が 確 保さ れて い る 場合に は 、 ( ｱ) に 掲げ る 改善を 行え

ば足り る 。  

( ｱ)  住戸部分（ バ ル コ ニ ー部分を 含む。） の 改善で 、 居住性向上を 目的

と し た 設 備 等 の 改 善 及 び 高 齢 者 の 利 用 に 供 す る た め の 設 備 等 の 改 善

を 行う も の（ 内装、 設備等（ 躯体を 除く 。） を 全面的又は こ れ に 準ずる

改善を 行う も の に 限る 。）  

( ｲ)  安全性を 向上さ せる た め の 改善（ 耐震改修、 外壁の 防災安全性改修

を 含む。）  

( 3)  可能な 範囲に おい て 、 住棟の 共用部分及び当該住棟周囲の 屋外・ 外構

部 分 に つ い て 高 齢 者 等 の 利 用 に 供 す る た め の 改 善 を 併 せ て 行 う も の で
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あ る こ と  

ロ  全面的な 改善に 係る 費用 

 一の 借上 住宅等に 係る 改善工事 （ バ ルコ ニ ー部分の 工事を 含む。） に 要

する 費用の 総額か ら 一戸当た り 500千円（ 従 前居住者か ら の 退去時の 徴収

額が 一戸あ た り 500千円を 上回る 場合は 、 当 該額） を 除 い た 額。 た だ し 、

次に 掲げ る 数式に よ り 算出さ れ る 額を 限度と する 。  

Ａ ＝3, 000+2, 000×Ｍ／40 

Ａ ： 戸当た り 工事費単価（ 単位： 千円／戸）  

Ｍ： 借上住宅の 平均住戸専用面積（ 単位： ㎡）  

 

第８  団地関連施設整備に 係る 補助金の 額 

第３ 第 １ 項 第二号 ニ の 団 地関連 施設整 備に 係 る 補助 金の 額は 、 団地関 連施

設 整備 に 係る 費 用の う ち 、 借 上住 宅等の 建設 を 行う 者 が 機構 以外の 者で あ る

場 合に あ っ て は 地方 公 共団体 が 借 上住宅 等の 建設を 行 う 者に 対し 補 助する 額

（ そ の 額が 団地 関連 施 設整備 に 係 る 費用 の ３ 分の １ に 相当す る 額を 超え る 場

合 に お い て は 、 当該 ３ 分の １ に 相 当する 額） に ２ 分の １ を 乗 じ て 得 た 額、 借

上 住宅 等の 建設 を 行 う 者が 機 構で あ る 場 合に あ っ て は 団地関 連施設 整備に 係

る 費用に ３ 分の １ を 乗じ て 得た 額と する 。  

２  前項の 団地関連施 設整備に 係 る 費用は 、 次に 掲げる 項目に 係る 費用を 合計

し た 額（ た だ し 、 １ 戸当た り 3, 931千円を 限度と する 。） を い う 。  

イ  給水施設の 整備に 要する 費用（ 用地取得造成費を 含む。）  

ロ  排水処理施設の 整備に 要する 費用（ 用地取得造成費を 含む。）  

ハ  道路の 整備に 要する 費用（ 用地取得造成費を 含む。）  

ニ  児童遊園の 整備に 要する 費用（ 用地取得造成費を 含む。）  

３  第19の 規定に 基づ く 全体設計 の 承認を 受け た 場合に おけ る 団地 関連施設整

備に 係る 費用は 、 前２ 項の 規定に か か わ ら ず、 当該承認 年度に お い て 前２ 項

の 規定に よ り 算定さ れた 費用以下と する 。  

 

第９  土地整備に 係る 補助金の 額 

第３ 第 １ 項 第二号 ホ の 土 地整備 に 係る 補助 金 の 額は 、 土 地整備 に 係る 費用

の う ち 、 借上住 宅等 の 建設を 行う 者が 機 構以 外の 者で あ る 場 合に あ っ て は 地

方 公共 団体が 借 上住 宅 等の 建 設を 行う 者 に 対 し 補助す る 額（ そ の 額 が 土地 整

備 に 係 る 費用の ３ 分 の ２ に 相 当す る 額を 超え る 場合に おい て は 、 当 該３ 分 の

２ に 相 当する 額 ） に ２ 分の １ を 乗 じ て 得 た 額 、 借上住 宅等の 建設を 行う 者 が

機 構で あ る 場合 に あ っ て は 土 地整 備に 係 る 費 用に ３ 分 の １ を 乗じ て 得た 額 と

する 。  

２  前項の 土地整備に 係る 費用は 、 共同施 設整備等細目第２ 第３ 項 に 定め る 項
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目の う ち 、 次に 掲げ る 項目に 係る 費用を 合計し た 額を い う 。  

イ  建築物除却等費 

ロ  仮設店舗等設置費 

 

第10 用途の 変更の た め の 廃止に 係る 借上 住 宅等の 改良及び準公営 住宅の 改良

に 係る 補助金の 額 

第３ 第 １ 項 第四号 の 用途 の 変更 の た め の 廃 止 に 係る 借上 住宅等 及び第 ３ 第

４ 項第 二号の 準 公営住 宅（ 事 業主体 が 地 方公 共団 体以 外で あ る 場合に 限る 。）

の 改良（ 以下、 本項に おい て 「 改良」 と い う 。） に 係る 補助金の 額は 、 改良に

係 る 費 用の う ち 、 改 良 を 行う 者が 機構以 外の 者で あ る 場合に あ っ て は 地方 公

共 団体 が 改良を 行う 者 に 対し 補助 する 額 （ そ の 額が 改 良に 係 る 費用 の ３ 分 の

２ に 相 当する 額 を 超 え る 場合 に お い て は 、 当 該３ 分の ２ に 相 当する 額） に ２

分 の １ を 乗じ て 得た 額 、 改良 を 行 う 者が 機構 で あ る 場 合に あ っ て は 改良に 係

る 費用に ３ 分の １ を 乗じ て 得た 額と する 。  

２  第３ 第４ 項第二号 の 準公営住 宅（ 事業 主体が 地方公共団体で あ る 場合に 限

る 。） の 改良に 係る 補助金の 額は 、 準公営住 宅の 改良に 係る 費用の 額に ２ 分の

１ を 乗じ て 得た 額と する 。  

３  第１ 項又は 第２ 項 の 改良に 係 る 費用は 、 用途の 変更の た め の 廃 止前の 地域

優良賃貸住宅を 公営住 宅等整備基 準（ 平成10年建設省令 第８ 号） を 参酌し て

事業主体が 条例で 定め る 基準に 適 合する も の と する た め に 必要な 改 良に 係る

費用の う ち 、 次に 掲げる 費用を 合計し た 額と する 。  

イ  住宅共用部分整備に 係る 費用 

ロ  共同施設整備に 係る 費用 

ハ  高齢者向け 又は 障害者向け 設備の 設置等に 係る 費用 

４  前項の 規定に か か わ ら ず、 第 １ 項又は 第２ 項の 改良に 係る 費用 が 、 次の 各

号に 掲げ る 住宅の 区分 に 応じ 、 そ れぞ れ次 の 各号に 定め る 額を 超 え る 場合に

あ っ て は 、 当該各号に 定め る 額を 改良に 係る 費用と する 。  

一  用 途の 変更 の た め の 廃止 に 係 る 借上 住宅 等 次の イ か ら ハ ま で に 掲げ る

額の 合 計と 、 地域 優 良賃 貸住宅 整備事 業対 象 要綱（ 平成19年３ 月28日 国住

備第161号） 第３ 条第１ 項イ 及びロ 又は 地域優良賃貸住宅整備事業等補助要

領（ 平成19年３ 月28日国住備第162号） 第３ 条第１ 項第一号イ 及びロ に 係る

も の の う ち 、 当該 地 域優 良賃貸 住宅に つい て 用途の 変更 の た め の 廃止 前に

補助金等の 交付対象と な っ た 費用の 合計と の 差額 

イ  別に 定め る と こ ろ に よ り 算 定 さ れ る 用途 の 変 更の た め の 廃止 に 係 る 借

上住宅等に 係る 標準住宅共用部分工事費の 額 

ロ  別に 定め る と こ ろ に よ り 算 定 さ れ る 用途 の 変 更の た め の 廃止 に 係 る 借

上住宅等に 係る 標準共同施設整備費の 額 
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ハ  次の 区分に 応じ そ れぞ れ 算定さ れ る 額の 合計 

( 1)  高齢 者 生活支 援 施 設整 備費 の う ち 、 緊 急通報 装置 及 び火 災報 知器 の

設 置 に 係 る 費 用  用 途 の 変 更 の た め の 廃 止 前 の 地 域 優 良 賃 貸 住 宅 の 当

該費用に 係る 推定再建築費及び改良に 係る 費用の 額の 合計 

( 2)  高齢 者 生活支 援 施 設整 備費 の う ち 高齢 者又は 障害 者 の た め の 特別 な

設 計 の 実 施 及 び 特 別 な 設 備 の 設 置 に 要 す る 費 用  共 同 施 設 整 備 等 細目

第２ 第３ 項ハ ( 12)（ 注３ ） に 定め る １ 戸当た り の 額を 用い て 算定さ れ る

補助金の 対象と な る 費用の 限度と な る 額 

( 3)  共用 通 行部分 整 備 費 用途 の 変更 の た め の 廃 止前 の 地域 優良 賃貸 住

宅の 当該費用に 係る 推定再建築費及び改良に 係る 費用の 合計 

二  準 公営住宅  別 に 定め る 標準 建設費 と 用 途の 変更 の た め の 廃止 前の 地 域

優良賃 貸住 宅の 推 定 再建 築費（ 用途の 変更 の た め の 廃止 前の 国 の 補助 金の

交付対象と な っ た 部分に 係る も の に 限る 。） と の 差額 

 

第11 地方公共団体に よ る 既設公営住宅等の 除却等に 係る 補助金の 額 

第３ 第 １ 項 第五号 の 地方 公共団 体に よ る 既 設 公営住 宅等 の 除却 に 係る 補助

金 の 額 は 、 既設 の 公 営 住宅等 の 除 却に 要 する 費用に ２ 分の １ を 乗じ て 得た 額

と する 。  

 

第12 公営住宅等の 補修に 係る 補助金の 額 

第３ 第 ３ 項 第二号 の 公営 住宅等 の 補修 に 係 る 補助金 の 額 は 、 災 害に よ り 滅

失 又は 著し く 損 傷し た 公営住 宅等 の 補修 に 要 する 費用 と し て 、 地方 整備局 長

等が 決定し た 額に ２ 分の １ を 乗じ て 得た 額と する 。  

 

第13 宅地の 復旧に 係る 補助金の 額 

第３ 第 ３ 項 第三号 の 宅地 の 復旧 に 係る 補助 金 の 額は 、 公 営住宅 等を 建 設す

る た め の 宅地の 復旧 に 要する 費用 と し て 、 地 方整備局 長等が 決定し た 額に ２

分の １ を 乗じ て 得た 額と する 。  

 

第14 準公営住宅の 買取り に 係る 補助金の 額 

第３ 第 ４ 項 第一号 の 準公 営住宅 の 買取 り に 係 る 補助 金の 額は 、 準公営 住宅

の 供給 の た め に 必要 な 住宅及 びそ の 附帯 施設 並びに 共 同施設 の 買取 り に 要 す

る 費用と し て 、 第４ 第１ 項の 規定に 準じ て 算出し た 額と する 。  

２  前項の 規定に か か わ ら ず、 準 公営住宅 の 買取り に 係る 費用が 、 別に 定め る

標準建設・ 買取費と 用 途の 変更の た め の 廃 止前の 地域優 良賃貸住 宅 の 推定再

建築費（ 用途の 変更の た め の 廃止 前の 国の 補助金の 交付 対象と な っ た 部分に

係る も の に 限る 。） と の 差額を 超え る 場合に あ っ て は 、 当該差額を 準公営住宅
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の 買取り に 係る 費用と する 。  

 

第15 補助金の 額に 係る 端数計算 

補助金 の 額 の 算定 に 当た っ て は 、 建設 費補 助 基本額 に 相 当する 国費が 千円

単位の 額と な る も の と し 、 端数は 切り 捨て る も の と する 。  

 

第16 災害の 場合の 国の 補助の 特例 

法第８ 条第 １ 項各 号 の い ずれ か に 該当 する 場 合に お け る 第４ か ら 第９ の 規

定 の 適 用に つい て は 、 災害に よ り 滅失し た 住 宅に 居住 し て い た 者の 居住の 用

に 供する た め 、公営住 宅等の 建設等を 行う 場合に あ っ て は 第４ 中「 ２ 分の １ 」

と あ る の は 「 ３ 分の ２ 」 と 、 公営 住宅等 の 借 上げ を 行 う 場合 に あ っ て は 第 ５

か ら 第９ 中「 ３ 分の ２ 」 と あ る の は「 ５ 分の ４ 」 と 、「 ３ 分の １ 」 と あ る の は

「 ５ 分 の ２ 」 と する 。 た だ し 、 こ の 項本 文の 規定の 適 用を 受 け る 公 営住宅 の

戸 数の 合計は 、 当該 災 害に よ り 滅 失し た 住宅 の 戸数の ３ 割に 相当す る 戸数 を

超 え な い も の と し 、 共 同施設 に あ っ て は 当該 規定の 適 用を 受 け る 公 営住宅 に

係る も の に 限る 。  

２  激甚災害に 対処す る た め の 特 別の 財政 援助等に 関す る 法律（ 昭 和37年法律

第150号。 以下「 激甚 法」 と い う 。） 第22条第１ 項に 規定する 激甚 災害を 受け

た 政令で 定め る 地域に あ っ た 住宅 で あ っ て 当該激甚災害 に よ り 滅 失 し た 住宅

に 居住し て い た 者、 福 島復興再生 特別措置 法第27条第１ 項に 規定 す る 特定帰

還者又は 同法第39条第 １ 項に 規定 する 居住 制限者の 居住 の 用に 供 す る た め ，

公営住宅等の 建設等を 行う 場合の 第４ の 規 定の 適用に つ い て は， 第 ４ 中「 ２

分の １ 」 と あ る の は 「 ４ 分の ３ 」 と する 。 た だ し ， 福島 復興再生 特 別措置法

第27条第１ 項又は 同法 第39条第１ 項の 規定 の 適用を 受け る 場合以 外 の 場合に

あ っ て は 、 こ の 項本文 の 規定の 適 用を 受け る 公営住宅の 戸数の 合 計 は ， 当該

災害に よ り 滅失し た 住 宅の 戸数の ５ 割に 相 当する 戸数を 超え な い も の と し ，

共同施設に あ っ て は 当該規定の 適用を 受け る 公営住宅に 係る も の に 限る 。  

 

第17 沖縄に おけ る 国の 補助の 特例 

沖縄県 の 区 域に お い て 、 公営住 宅等の 建設 等 を 行う 場合 の 第４ の 規定 の 適

用に つい て は 、 第４ 中「 ２ 分の １ 」 と あ る の は 「 ４ 分の ３ 」 と する 。  

 

第18 災害公営住宅整備計画及び既設公営住宅復旧計画 

事業主 体の 長は 、 災 害公 営住宅 整備事 業又 は 既設公 営住 宅復旧 事業を 施行

し よ う と する と き は 、 災害公 営住 宅整備 計画 書又は 既 設公営 住宅復 旧計画 書

に 災害 確定報告 書等 （ 事業主 体が 機構の 場合 に あ っ て は 、 別 に 地方 公共団 体

が 作成 する 災害 確定 報 告書等 ） を 添え て 、 地 方整備局 長等（ 事業主 体が 機 構
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の 場合 に あ っ て は 国 土 交通大 臣、 事業主 体が 政令市以 外の 市 又は 町 村の 場 合

に あ っ て は 都道 府県 知 事を 経 由し て 地方 整備 局長等） に 提出 し な け れ ばな ら

な い 。  

２  地方整備局長等は 、 前項の 計 画書及び 報告書等に 基づき 、 法第 ８ 条第１ 項

各号又は 法第８ 条第３ 項に 該当す る か 否か に つい て 調査 を 実施し 、 当該年度

の 事業主体ご と の 災害 公営住宅整 備計画又 は 既設公営住 宅復旧計 画 （ 既設公

営住宅復旧事業の 補修 又は 宅地の 復旧に あ っ て は 、 そ れ に 要する 費 用の 認定

書を 含む。 以下同じ 。） を 事業主体の 長（ 事 業主体が 政令市以外の 市又は 町村

の 場合に あ っ て は 、 都 道府県知事 を 経由し て 当該事業主 体の 長） に 決定通知

する も の と する 。 た だ し 、 過年発 生災害に 係る 災害公営 住宅整備 計 画又は 既

設公営住宅復旧計画に つい て は 年度当初に 決定通知する も の と する 。  

３  前２ 項の 災害確定報告書等の 策定に 当た っ て は 、 以下の と おり と する 。  

一 被災し た 住宅の 滅失、 損傷の 区分は 、 次表に よ る 。  

被害区分 被 害 の  程 度 

滅

失 

全 壊 

全流失 

全 焼 

住宅の 損壊、 焼失若し く は 流失し た 部分の 床面

積 が そ の 住 宅 の 延 床 面 積 の 70％ 以 上 に 達 し た

程 度 の も の 又 は 住 宅 の 主 要 な 構 成 要 素 の 経 済

的 被 害 が 住 宅 全 体 に 占 め る 損 害 割 合 の 50％ 以

上に 達し た 程度の も の 。  

損

傷 

半 壊 

半 焼 

住 宅 の 損 壊 部 分 が そ の 住 宅 の 延 床 面 積 の 20％

以 上 70％ 未 満 の も の 又 は 住 宅 の 主 要 な 構 成 要

素 の 経 済 的 被 害 が 住 宅 全 体 に 占 め る 損 害 割 合

の 20％以上50％未満の も の 。  

 そ の 他 上記以外の も の 。  

( 注１ )  損壊と は 、 住宅に 被災に よ る 損傷、 劣化、 傾斜等の 変化が 生じ る

こ と に よ り 、補修を 行わ な け れば被災前の 機能を 復元し 得な い 状況

に 至る こ と を い う 。  

( 注２ )  主要な 構成要素と は 、住宅の 構成要素の う ち 造作等を 除い た も の

で あ っ て 、 住宅の 一部と し て 固定さ れ た 設備を 含むも の を い う 。  

二  住 宅被害戸 数と は 、 １ つ の 世 帯が 独 立し て 家庭生 活を 営 むこ と が で き る

よ う に 建築 さ れ た 建 物又 は 完全 に 区画 さ れ た 建物の 一部 を 戸の 単位と し 、

前号の 区分に よ り 算定さ れ た 数と する 。  

 な お、 １ つの 世帯が 独立し て 家庭生活を 営むこ と が で き る た め の 要件は 、

下記の 各号と する 。  

イ  専用の 出入口の あ る こ と 。  

ロ  専用の 居住室の あ る こ と 。  

ハ  専用又は 共用の 炊事用排水設備の あ る こ と 。  

ニ  専用又は 共用の 便所が あ る こ と 。  
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第19 全体設計の 承認 

事業主 体の 長は 、 事 業の 実施が 複数年 度に わ た る も の （ 第21第 ６ 項に 該当

する 場合を 除く 。） に 係る 初年度の 補助金交付申請前に 、 当該事業に 係る 事業

費 の 総 額、 事業 完了 の 予定時 期等 に つい て 、 全体設計 承認申 請書を 住宅局 長

（ 第21第１ 項第 一号 及 び第二 号に 定め る 事業 （ 以下「 一括配 分対象 事業」 と

い う 。） に あ っ て は 、 地方整備局長等。 次項に おい て 同じ 。） に 提出 する こ と が

で き る 。 な お、 当該事業に 係る 事業費の 総額を 変更する 場合も 同様と する 。  

２  住宅局長は 、全体 設計承認申請書を 受理し 、審査の 上適当と 認 め た 場合は 、

当該全体設計を 承認し 、 事業主体の 長に 通知する も の と する 。  

 

第20 標準設計の 取扱い  

事業主 体の 長が 、 標 準設 計を 国 土交通 大臣 （ 一括配 分対 象事業 に あ っ て は

地方整備局長等。以下「 国土交通大臣等」 と い う 。） に 届け 出た 場 合に おい て 、

事 業主 体が 当該 標準 設 計を 用 い て 公営住 宅を 建設する と き は 、 当該 事業に 係

る 補助 金交付申 請書 に 添付す る 工 事設計 要領 書の 設計 図書の う ち 各 階平面 図

及び立面図を 省略する こ と が で き る 。  

 

第21 補助金の 交付の 申請 

公営住 宅整 備事業 、 災害 公営住 宅整備 事業 、 既設公 営住 宅復旧 事業及 び準

公営住宅整備事業（ 以下「 公営住宅整備事業等」 と い う 。） に 係る 補助金交付

申 請書 は 、 事業 主体 毎 に 、 次 の 各 号に 掲 げ る 事業種別 毎に 施 行規則 第５ 条 第

１ 項に 規定する と こ ろ に よ り 作成する も の と する 。  

一  公 営住宅整 備事 業 又は 災 害公 営住宅 整備 事業の う ち 、 公 営住宅 若し く は

災 害 公 営 住 宅 の 建 設 若 し く は 買 取 り に 係 る 事 業 又 は 準 公 営 住 宅 整 備 事 業

（ 買取り に 係る も の に 限る ）  

二  公 営住宅整 備事 業 又は 災 害公 営住宅 整備 事業の う ち 、 公 営住宅 若し く は

災害公 営住 宅の 借 上 げ に 係る 事 業又は 準公 営 住宅整 備事 業（ 買 取り に 係る

も の を 除く ）  

三 既設公営住宅復旧事業 

２  次の 各号に 掲げる 場合の 補助 金の 交付 の 申請に つい て は 、 前項 の 規定に 関

わ ら ず、 別記様式第Ⅱ－１ に よ り 補助金交付申請書を 作成する も の と する 。  

一 第４ 第１ 項ニ ( 10) に 掲げる 費用に 係る 補助の みを 受け る 場合 

二  第 ６ 第２ 項 リ 又 は 第７ か ら 第10ま で 若し く は 第13に 掲げ る 費用 に 係る 補

助の みを 受け る 場合 

三  共 同施設に つい て 第16第 １ 項 又は 第 ２ 項 に 規定す る 補助 の 特例 を 受け る

場合 

四 共同施設に つい て 第17に 規定する 補助の 特例を 受け る 場合 
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五 事業主体が 機構又は 民間事業者で あ る 場合 

３  前２ 項の 規定に よ り 補助金交 付申請書 を 提出し よ う と する と き は 、 施行規

則第５ 条第２ 項に 規定 する 事業計 画書、 同 条第３ 項に 規 定する 工 事 設計要領

書（ た だ し 、 既設公営 住宅復旧事 業の 補修 又は 宅地の 復 旧に あ っ て は 、 そ れ

に 要 す る 費 用 の 認 定 書 の 写 し を も っ て 工 事 設 計 要 領 書 に 代 え る こ と が で き

る 。） 及びこ の 要領で 指定する 書類を 添付し な け れ ばな ら な い 。  

４  第１ 項又は 第２ 項 の 補助金交 付申請書 は 、 公営住宅等建設費等 統合補助実

施要領（ 平成13年３ 月30日付け 国住備第119号） 第６ に 定め る 交付 申請予定表

に 即し た も の で な け ればな ら な い 。  

５  事業の 実施が 複数 年度に わ た る も の の う ち 、 全体設計に 係る も の に つい て

は 前項ま で の 規定に 準 じ て 毎年度 補助金交 付申請書を 作 成し な け れ ばな ら な

い 。  

６  事業の 実施が 複数 年度に わ た る も の の う ち 、 国庫債務負担行為 に 係る も の

に つい て は 第１ 項か ら 第４ 項ま で の 規定に 準じ て 補助金 交付申請 書 を 作成し

な け ればな ら な い 。  

 

第22 補助金の 支払い  

補助金 は 、 交 付すべ き 補 助金の 額 を 確 定し た 後に 支 払う も の と する 。 た だ

し 、 必要が あ る と 認め ら れ る 経費に つい て は 、 概算払を する こ と が で き る 。  

 

第23 経費の 配分の 明細の 変更 

経費の 配分は 、 工事費と する 。  

２  第27の 規定に よ る 指導監督事務費に つい て の 経費の 配分は 、旅 費、人件費、

備品購入費、 そ の 他の 諸経費と する 。  

３  国土交通大臣等の 承認を 要し な い 経費 の 配分の 軽微な 変更は 、 取得価額50

万円以上の 備品の 購入以外の 変更と する 。  

 

第24 事業内容の 変更 

国土交 通大 臣等の 承 認を 要し な い 事業 内容 の 軽微な 変更 は 、 交 付決定 の 対

象と な っ た 団地に おい て 建物の 構造、 型式、 階数、 戸数、 床面積等に つい て の

補 助金 の 額の 算 定に 関 わ る 重 要な 変更が 行わ れ な い 場 合で 事 業主体 毎か つ 第

21第１ 項各号に 掲げ る 事業種 別毎の 補助 金の 額に 変更 を 生じ な い も の と する 。 

２  補助金の 額に 変更 が 生じ る 場 合に は 、 補助金交付変更申請書に 第28に 定め

る 添付書類を 添付し 、 国土交通大臣等に 提出し な け ればな ら な い 。  

 

第25 補助金の 経理及び取扱い  

事業主 体の 長は 、 国 の 補 助金に つい て 、 当 該 事業主 体の 歳入歳 出予算 等に
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おけ る 科目別計 上金額 を 明ら か に す る 調 書を 作成 し て おか な け れ ばな ら な い 。 

２  事業主体の 長は 、「 補助事業 等に おけ る 残存物件の 取扱い に つ い て 」（ 昭和

34年３ 月12日付け 建設 省会発第74号） に 定 め ら れ て い る 備品、 材 料 そ の 他の

物件を 購入し た 場合は 、 台帳を 作 成し 、 当 該物件の 購入 年月日、 数 量、 価格

等を 明ら か に し て おか な け ればな ら な い 。 な お、 自動車 に つい て は 、 別に 自

動車損害保険料等内訳を 作成し て おか な け ればな ら な い 。  

３  補助金に 係る 消費税相当額の 取扱に つい て は 、「 住宅局所管補助 事業等に お

け る 消費税相当額の 取扱に つい て 」（ 平成17年９ 月１ 日付け 国住総第37号国土

交通省住宅局長通知） に よ る も の と する 。  

 

第26 指導監督 

都道府 県知 事は 、 公 営住 宅整備 事業等 の 円 滑 な 進捗 を 図 る た め 、 事業 主体

（ 機構を 除く 。） に 対 し 、 公営住宅整備事業等指導監督要領（ 昭和50年４ 月10

日付け 建設省住建発第29号。 以下「 指導監督要領」 と い う 。） に 定 め る と こ ろ

に よ り 、 必要な 指示 を 行い 、 報告 書の 提 出を 命じ 、 又 は 実地 に 検査 する こ と

が で き る 。  

 

第27 指導監督事務費 

国は 、 都道 府県知 事 の 行 う 第26の 指導 監督 に 要する 費用 と し て 、 当該 年度

に おけ る 当該都道府県の 区域内の 市町村（ 指定都市を 除く 。） が 行 う 公営住宅

整 備事 業等に 要 する 費 用の 額 （ 国 庫補助 基本 額） に 、 同第１ 項の 場 合に あ っ

て は  0. 003か ら  0. 008ま で の 範囲に おい て 国土交通大臣が 定め る 率を 乗じ て

得た 額を 、 都道府県に 交付する 。  

２  都道府県知事は 、 指導監督事 務費の 交 付を 受け よ う と する と き は 、 指導監

督要領に 定め る と こ ろ に よ り 、 指 導監督事 務費交付申請 書に 予算 議 決書の 写

を 添付し て 、 地方整備局長等に 提出し な け ればな ら な い 。  

３  地方整備局長等が 第２ 項に 掲 げ る 申請 書を 受理し 、 指導監督要 領に 定め る

と こ ろ に よ り 、 こ れ を 審査の 上、 適当と 認 め た 場合に お い て は、 国 土交通大

臣は 指導監督事務費の 額を 決定し 、当該都道府県知事に 通知する も の と する 。 

 

第28 書類の 様式及び提出方法等 

公営住 宅整 備事業 等 に 係 る 書類 の 様式 は 、 別 表第Ⅰ か ら 別表第 Ⅷに よ る も

の と する 。  

２  前項に 規定する 書 類は 、 事業 主体が 機 構又は 民間事業者に あ っ て は 国土交

通大臣に 、 事業主体が 都道府県又 は 指定都 市に あ っ て は 地方整備 局 長等に 、

事業主体が 指定都市以外の 市町村（ 特別区を 含む。 以下同じ 。） に あ っ て は 都

道府県知事に 提出する も の と する 。 た だ し 、 第19の 規定に よ る 全 体 設計承認
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申請の 場合に あ っ て は 、 地方整備局長等に 提出する も の と する 。  

３  事業主体で あ る 指 定都市以外 の 市町村 に 対する 補助金の 交付決 定通知は 都

道府県知事を 経由し て 行う も の と する 。  

 

第29 都道府県知事の 進達等 

都道府 県知 事は 、 適 化法 第26条 第2項 及び同 法施行 令 （ 昭和30年政令 第255

号 ） 第 17条の 規 定に よ り 、 都 道府 県知事 が 行 う こ と と な っ た 補助金 等の 交 付

に 関する 事務（ 以下「 受託事務」 と い う 。） と し て 、 補助金交付申請書等を 受

理 し た 場合に お い て は 、 指導 監督 要領に 定め る と こ ろ に よ り 、 審査 調書を 添

え て 、 こ れ を 国土交通大臣等に 進達し な け ればな ら な い 。  

 た だ し 、 補助 金交 付 申請書 の 進 達に お い て は 、 別記 様式Ⅱ －１ － １ 、 別 記

様 式Ⅱ －１ －２ 、 別 表 第Ⅵ、 別表 第Ⅶ及 び別 表第Ⅷに 掲げ る 資料（ 大臣認 定

費用に 係る 資料を 除く 。） の 添付を 要し な い 。  

２  都道府県知事は 、 受託事務と し て 、 次 の 各号に 掲げ る 事務を 処 理し た 場合

に おい て は 、 指導監督 要領に 定め る と こ ろ に よ り 、 そ れ ぞ れ 当該 各 号に 掲げ

る 書類を 作成し 、 地方整備局長等に 報告し な け れ ばな ら な い 。  

一 適化法第12条の 規定に 基づく 遂行状況の 報告の 受理 事業進捗状況調書 

二 適 化法第14条後段 （ 適化 法第16条第 ２ 項 に お い て 準用する 場合を 含む。）

の 規定に 基づく 年度終了実績報告書の 受理 年度終了実績調書 

三  適 化法第15条の 規 定に 基 づく 補助金 の 額 の 確定 補助金 の 額の 確定状 況

報告明細書 

３  都道府県知事は 、 受託事務と し て 、 適 化法第13条第２ 項の 規定 に 基づく 事

業の 遂行の 一時停止を 命じ た と き は 、 指導 監督要領に 定 め る と こ ろ に よ り 、

すみやか に そ の 理由を 付し て 、 そ の 旨を 地 方整備局長等 に 報告し 、 そ の 指示

を 受け な け れ ばな ら な い 。  

４  一括配分対象事業 以外の 事業 に 係る 第 １ 項の 規定に 基づく 国土 交通大臣へ

の 進達は 、 地方整備局長等を 経由し て 行う も の と する 。  

 

第30 運営 

補助金 の 交 付等に 関 し て は 、 次 の 各号 に 定 め る と こ ろ に よ り 行 わ な け れ ば

な ら な い 。  

一  補 助金等に 係る 予 算の 執 行の 適正化 に 関 する 法律 施行令 （ 昭和 30年政 令

第255号）  

二 国土交通省所管補助金等交付規則（ 平成12年内閣府・ 建設省令第９ 号）  

三  住 宅局所管 事業 関 連共同 施設 整備等 補助 要領等細 目（ 平 成12年 ３ 月24日

付け 建 設省 住備発 第 42号 、 建設 省住街 発第 29号、 建 設省 住整発 第27号 、 建

設省住防発第19号、 建設省住市発第12号）  



20 

 

四 標準建設費等共同通知 

五  公 営住宅等 建設 費 等統合 補助 実施要 領（ 平成13年 ３ 月30日付け 国住備 第

119号）  

六  補 助事業等 に お け る 残存 物件 の 取扱 い に つい て （ 昭和34年３ 月 12日付 け

建設省会発第74号）  

七  公 営住宅建 設事 業 等に お け る 残存物 件の 取扱い に つい て （ 昭和 34年４ 月

15日付け 建設省住発第120号）  

八  建 設省所管 補助 事 業に お け る 食糧費 の 支 出に つい て （ 平 成７ 年 11月20日

付け 建設省会発第641号）  

九  住 宅局所管 補助 事 業等に おけ る 消費 税相 当額の 取 扱に つ い て （ 平成17年

９ 月１ 日付け 国住総第37号国土交通省住宅局長通知）  

十 そ の 他関係法令、 関係告示、 関連通知に 定め る も の  

 

附 則 

１  こ の 要領は 、 平成８ 年８ 月30日か ら 適用する 。  

２  公営住宅建設事業等補助要領（ 昭和50年４ 月10日付け 建設省住建発第28号）

は 廃止する 。  

た だ し 、 平 成７ 年 度 以前 の 年度 の 国庫 債務 負 担行為 に 基 づき 平 成８ 年 度以

降 の 年 度に 支出 すべ き も の と さ れ た 国の 補助 及び平成 ７ 年度 以前の 年度の 歳

出 予算 に 係る 国 の 補 助 で 平成 ８ 年 度以降 の 年 度に 繰り 越さ れ た も の に つい て

は 、 な おそ の 効力を 有する 。  

 

附 則 

こ の 要領は 、 平成９ 年４ 月１ 日か ら 適用する 。  

 

附 則 

こ の 要領は 、 平成10年４ 月８ 日か ら 適用する 。  

 

附 則 

改正後の 要領は 、 平成10年12月11日か ら 適用する 。  

 

附 則 

改正後の 要領は 、 平成11年４ 月１ 日か ら 適用する 。  

 

附 則 

改正後の 要領は 、 平成12年４ 月３ 日か ら 適用する 。  
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附 則 

改正後 の 要 領は 、 平 成12年10月 20日か ら 適 用 し 、 平 成12年11月 30日以 前に

地 方公 共団体が 行う 借 上住宅 等の 建設を し よ う と する 者の 募 集に 係 る 当該 借

上住宅等に つい て は 、 な お従前の 例に よ る 。  

 

附 則 

改正後の 要領は 、 平成13年４ 月２ 日か ら 適用する 。  

 

附 則 

改正後の 要領は 、 平成14年４ 月１ 日か ら 適用する 。  

 

附 則 

改正後の 要領は 、 平成15年４ 月１ 日か ら 適用する 。  

 

附 則 

１  改正後の 要領は 、 平成16年４ 月１ 日か ら 適用する 。  

２  本要領中、 平成16年７ 月１ 日以降は 、「 都市基盤整備公団」 を 「 独立行政法

人都市再生機構」 と 読み替え る も の と する 。  

 

附 則 

改正後の 要領は 、 平成17年４ 月１ 日か ら 適用する 。  

 

附 則 

改正後の 要領は 、 平成17年８ 月１ 日か ら 適用する 。  

 

附 則 

改正後の 要領は 、 平成18年４ 月１ 日か ら 適用する 。  

 

附 則 

こ の 要領は 、 平成19年４ 月１ 日か ら 施行する 。  

２  地域優良賃貸住宅 に 係る 規定 に つい て は 、 地域優良賃貸住宅制 度要綱（ 平

成19年３ 月28日国住備第160号） の 施行の 日か ら 施行する 。  

３  前項の 施行の 日ま で に 、 供給 計画の 認 定を 受け た 特定優良賃貸 住宅等及び

事業に 着手し た 特定優 良賃貸住宅 等に つい て は 、 な お従 前の 例に よ る も の と

する 。  

 

附 則 
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こ の 要領は 、 平成20年４ 月１ 日か ら 適用する 。  

 

附 則 

こ の 要領は 、 平成21年４ 月１ 日か ら 適用する 。  

２  第３ 第６ 項の 規定 に か か わ ら ず、 平成25年度ま で に 実施する 事 業に つい て

は 第３ に 掲げ る 公営住宅等整備事業の 国庫補助対象と する 。  

 

附 則 

こ の 要領は 、 平成22年４ 月１ 日か ら 適用する 。  

 

附 則 

こ の 要領は 、 平成23年４ 月１ 日か ら 適用する 。  

 

附 則 

第１  施行期日 

こ の 要領は 、 平成23年５ 月２ 日か ら 適用する 。  

 

第２  東日本大震災に 係る 用地取得造成事業に 対する 国の 補助の 特例 

１  地方公共団体が 、 東日本大震 災に 対し 、 激甚法第22条第１ 項の 規定の 適用

を 受け て 建設又は 買取 り を 行う 公 営住宅（ 福島復興再生 特別措置 法 第27条第

１ 項又は 同法第39条第 １ 項の 規定 に よ り 読 み替え ら れた 激甚法第22条第１ 項

の 規定 の 適 用 を 受 け て 建 設 又 は 買 取り を 行 う 公 営 住 宅 を 含 む 。） に 係 る 用 地

（ 以下「 対象用地」 と い う 。） を 取得及び造 成する 場合に あ っ て は 、 国は 、 平

成23年度か ら 令和７ 年 度ま で の 間 に おけ る 歳出予算に 係 る 国の 補 助 を 受け る

も の に 限り 、 予算の 範 囲内で 、 地 方公共団 体が 行う 対象 用地の 取 得 及び造成

に 係る 事業（ 以下「 用地取得造成事業」 と い う 。） に 要する 費用の 一部を 補助

する こ と が で き る 。  

２  用地取得造成事業 に 要する 費 用の 一部 を 補助する 場合の 補助金 の 額は 、 次

の 各号に 掲げ る 費用の 合計額の ４ 分の ３ 以内と する 。  

一  土 地取得費  対 象 用地の 取得 に 要す る 費 用（ 借地 権の 取 得に 要 する 費 用

を 含む。）。  

二  造 成費 盛 土、 切 土、 地 盤改 良等の 土木 工事及び 擁壁の 設置等 の 宅地 の

造成に 要する 費用並びに 取付道路工事、 給水工事、 排水工事、 電気工事、 ガ

ス 工事 等で そ れ ぞ れ の 管 理を 他 に 移管 する 部 分に 係 る も の に 要 する 費 用又

は こ れら の 工事の 負担金 

三  補 償費 対 象用 地 の 取得 、 使 用又は 造成 に よ り 通 常生ず る 損失 の 補償 に

要する 費用 
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四  事 務費 前 三号 に 係る 事 務に 要する 費用 （ 測量、 登記等 に 要す る 費用 を

含む。）  

 

第３  東日本大震災に 係る 改修事業に 対する 国の 補助の 特例 

１  地方公共団体が 、 東日本大震 災に 対し 、 激甚法第22条第１ 項に 定め る 地域

に あ っ た 住宅で 東日本 大震災に よ り 滅失し た も の に 居住 し て い た 者 、 福島復

興再生特別措置法第27条第１ 項に 規定する 特定帰還者又 は 同法第39条第１ 項

に 規定する 居住制限者（ 以下「 被災者」 と い う 。） に 賃貸する 公営 住宅に つい

て 改修を 行う 場合に あ っ て は 、 国 は 、 平成23年度か ら 令 和７ 年度 ま で の 間に

おけ る 歳出予算に 係る 国の 補助を 受け る も の に 限り 、 予 算の 範囲 内 で 、 地方

公共団体が 行う 公営住宅の 改修事業（ 以下「 災害対応改修事業」 と い う 。） に

要する 費用の 一部を 補助する こ と が で き る 。  

２  災害対応改修事業 に 要する 費 用の 一部 を 補助する 場合の 補助金 の 額は 、 次

の 各号に 掲げ る 費用の ４ 分の ３ 以内と する 。  

一  既 存の 住宅 を 買 い 取っ た 上で 改修し 、 被 災者向け の 公営 住宅と し て 供 給

する 場合の 改修に 要する 費用 

二  公 営住宅の 空家 を 改修し 、 被 災者向 け の 公営住宅 と し て 供給す る 場合 の

改修に 要する 費用 

 

第４  東日本大震災に 係る 国の 補助の 特例の 手続き  

１  第２ 及び第３ に 係 る 補助金交 付申請書 は 、 事業主体毎か つ事業 種別毎に 作

成する も の と する 。  

２  用地取得造成事業 及び災害対 応改修事 業に つい て は 、 第22か ら 第30ま で の

規定を 準用する 。 こ の 場合に おい て 、 各規定 中「 公営住宅整備事業等」 と あ る

の は 「 用地取得造成事業又は 災害対応改修事業」 と する 。  

 

附 則 

こ の 要領は 、 平成23年４ 月１ 日か ら 適用する 。  

 

附 則 

第１  施行期日 

こ の 要領は 、 平成23年11月21日か ら 適用する 。  

 

第２  東日本大震災に 係る 被災住宅の 滅失及び損傷に 係る 区分の 特例 

東日本 大震 災に よ っ て 被 災し た 住宅に 係る 第 18第１ 項及 び第２ 項に 掲 げ る

災 害確 定報告書 等を 策 定する 場合 に あ っ て は 、 第18第 ３ 項第 一号の 表に か か

わ ら ず、 被災し た 住宅の 滅失、 損傷の 区分は 次表に よ る 。  
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被害区分 被 害 の  程 度 

滅失 ① 住宅の 損壊、焼失 若し く は 流失し た 部分の 床面積が

そ の 住 宅 の 延 床 面 積 の 70％ 以 上 に 達 し た 程 度 の も の

又 は 住 宅 の 主 要 な 構 成 要 素 の 経 済 的 被 害 が 住 宅 全 体

に 占め る 損害割合の 50％以上に 達し た 程度の も の 。  

② ③に 掲げ る 被害の 程度に 該当する 住宅で あ っ て 、 通

常 の 修 繕 で は 居 住 す る こ と が で き な い な ど の 理 由 に

よ り 、 解体する こ と を 余儀な く さ れた も の 。  

損傷 ③  住 宅 の 損 壊 部 分 が そ の 住 宅 の 延 床 面 積 の 20％ 以 上

70％ 未 満 の も の 又 は 住 宅 の 主 要 な 構 成 要 素 の 経 済 的

被 害 が 住 宅 全 体 に 占 め る 損 害 割 合 の 20％ 以 上 50％ 未

満の も の 。  

④ ①、 ②及び③以外の も の 。  

( 注 １ )  損壊 と は 、 住 宅に 被 災に よ る 損 傷、 劣化 、 傾 斜等の 変 化が 生じ る こ

と に よ り 、 補 修を 行わ な け れば 被 災前 の 機能 を 復 元し 得 な い 状 況に 至

る こ と を い う 。  

( 注 ２ )  主要 な 構成 要 素と は 、 住宅 の 構 成要素の う ち 造作等を 除い た も の で

あ っ て 、 住宅の 一部と し て 固定さ れた 設備を 含むも の を い う 。  

 

附 則 

第１ 条 こ の 要領は 、 平成24年４ 月６ 日か ら 施行する 。 た だ し 、 第２ 第２ 号及

び第16第２ 項並びに 平 成23年５ 月２ 日付け 国住備第44号の 附則第 ２ 第１ 項及

び第３ 第１ 項の 規定は 、 平成24年３ 月31日か ら 施行する 。  

第２ 条 平 成24年度に あ っ て は 、 岩手県、 宮 城県及び福 島県の 区 域内に おけ る

本要綱に おい て 対象と する 事業に 係る 限度 額に つい て は 、 平成23年 ３ 月30日

付け 国住備第193号に 係る 規定に よ る も の と する 。  

 

附 則 

第１ 条 こ の 要領は 、 平成25年４ 月１ 日か ら 施行する 。  

第２ 条 平 成25年度に あ っ て は 、 岩手県、 宮 城県及び福 島県の 区 域内に おけ る

本要綱に おい て 対象と する 事業に 係る 限度 額に つい て は 、 平成23年 ３ 月30日

付け 国住備第193号に 係る 規定に よ る も の と する 。  

 

附 則 

第１ 条 こ の 要領は 、 平成25年５ 月15日か ら 施行する 。  

 

附 則 

第１ 条 こ の 要領は 、 平成26年２ 月６ 日か ら 施行する 。  
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附 則 

こ の 要領は 、 平成26年４ 月１ 日か ら 施行する 。  

 

附 則 

第１ 条 こ の 要領は 、 平成26年８ 月１ 日か ら 施行する 。  

第２ 条 平 成30年度末 ま で に 公営住宅整備事 業に 着手す る 場合は 、 当該事業が

実施さ れ る 市町村に おい て 、 平成30年度中に 居住誘導区域を 設定する こ と を

前提に 、 本要領第３ 第１ 項第五号ロ に おい て 、「 居住誘導区域」 を「 居住誘導

区域の 見込地」 と 読み替え る も の と する 。  

 

附 則 

第１ 条 こ の 要領は 、 平成27年４ 月９ 日か ら 施行する 。  

 

附 則 

第１ 条 こ の 要領は 、 平成27年５ 月７ 日か ら 施行する 。  

 

附 則 

第１ 条 こ の 要領は 、 平成28年４ 月１ 日か ら 施行する 。  

 

附 則 

第１ 条 こ の 要領は 、 平成29年４ 月１ 日か ら 施行する 。  

 

附 則 

第１ 条 こ の 要領は 、 平成30年４ 月２ 日か ら 施行する 。  

 

附 則 

第１ 条 こ の 要領は 、 平成31年４ 月１ 日か ら 施行する 。  

 

附 則 

第１ 条 こ の 要領は 、 平成31年10月１ 日か ら 施行する 。  

 

附 則 

第１ 条 こ の 要領は 、 令和２ 年４ 月１ 日か ら 施行する 。  

 

附 則 

第１ 条 こ の 要領は 、 令和３ 年４ 月１ 日か ら 施行する 。  

第２ 条 令 和３ 年度 末 ま で に 調査設計に 着手 する 場合は 、 本要綱 第４ 第１ 項の
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規定の 適用に つい て は 、 な お従前の 例に よ る 。  

 

附 則 

第１ 条 こ の 要領は 、 令和４ 年４ 月１ 日か ら 施行する 。  

第２ 条 令 和３ 年度 末 ま で に 調査設計に 着手 する 場合は 、 本要綱 第３ 第７ 項の

規定を 適用し な い も の と する 。

 

附 則 

第１ 条 こ の要領は、 令和５ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

第２ 条 令和５ 年度末ま でに調査設計に着手する 場合は、 本要綱第４ 第１ 項柱書の規定の

適用については、 なお従前の例によ る 。  

 

附 則 

第１ 条 こ の要領は、 令和６ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

第２ 条 令和６ 年度末ま でに調査設計に着手する 場合は、 本要綱第４ 第１ 項柱書の規定の

適用については、 なお従前の例によ る 。  

 

附 則 

第１  施行期日 

こ の要領は、 令和６ 年12月17日から 施行する 。  

 

第２  令和６ 年能登半島地震に係る 被災住宅の滅失及び損傷に係る 区分の特例 

令和６ 年能登半島地震によ って被災し た住宅に係る 第18第１ 項及び第２ 項に掲げる 災

害確定報告書等を策定する 場合にあっては、 第18第３ 項第一号の表にかかわら ず、 被災し

た住宅の滅失、 損傷の区分は次表によ る 。  

被害区分 被 害 の 程 度 

滅失 ① 住宅の損壊、焼失若し く は流失し た部分の床面積がその住宅

の延床面積の70％以上に達し た程度のも の又は住宅の主要な

構成要素の経済的被害が住宅全体に占める 損害割合の50％以

上に達し た程度のも の。  

② ③に掲げる 被害の程度に該当する 住宅であって、通常の修繕

では居住する こ と ができ ないなど の理由によ り 、解体する こ と

を余儀なく さ れたも の。  

損傷 ③ 住宅の損壊部分がその住宅の延床面積の20％以上70％未満

のも の又は住宅の主要な構成要素の経済的被害が住宅全体に

占める 損害割合の20％以上50％未満のも の。  

④ ①、 ②及び③以外のも の。  

( 注１ )  損壊と は、 住宅に被災によ る 損傷、 劣化、 傾斜等の変化が生じ る こ と によ り 、 補

修を行わなければ被災前の機能を復元し 得ない状況に至る こ と をいう 。  
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( 注２ )  主要な構成要素と は、 住宅の構成要素のう ち造作等を除いたも のであって、 住宅

の一部と し て固定さ れた設備を含むも のをいう 。  

 


